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令和４年度「高等学校段階の病気療養中等の生徒に対する ICT を活用した遠隔教育の調査研究事業」 

事業実施計画書 

                          

教育委員会名（長野県教育委員会） 

 

１ 提案理由及び目的等 

（１）現状と課題 

  本県では，高等学校段階における長期入院児童生徒に対する学習支援が，義務教育に比べて十分

に構築されていなかった状況を受け，学習支援体制の構築に着手した。令和元年度には「県立高校

に在籍する生徒の入院時学習支援実施要綱」を策定し，遠隔システムを活用した学習支援を行うな

かで，速やかな多職種カンファレンスの実施と適切な学習支援体制を構築するための学習支援コー

ディネーターの必要性，対面とオンラインを組み合わせた，より学習効果を高める学習支援の方法，

適切な学習評価の方法などの課題が浮かび上がった。 

  今年度は文部科学省の委託事業である「高等学校段階の病気療養中等の生徒に対する ICT を活用

した遠隔教育の調査研究事業」の指定を受け，昨年度に引き続き学習支援コーディネーターを設置

することによる速やかな学習支援体制の構築や，ICT を活用した遠隔教育（同時双方向型授業とオ

ンデマンド型授業）と対面指導の効果的な組合せによる丁寧な学習支援のあり方，また病弱教育の

意義や重要性についての認識を高めるための研究を行った。 

  令和３年度に長期入院生徒に対する学習支援が行われた件数は５件であり，令和２年度の３件と

比べ増えていることから，学校における病弱教育の意義や重要性についての認識は高まっていると

考えられる。また，令和３年度から設置された ICT 教育推進センターとの協力により，ICT 教育パ

イロット校による実践研究や教員対象の訪問研修などを実施し，ICT スキルの向上が図られたこと

も，学習支援が行われた件数が増えた一因であると考えられる。 

  一方で，昨年度同様に新型コロナウイルスの感染拡大により，非常勤講師等の派遣による対面指

導など計画どおりにいかない点もあった。さらに学習支援コーディネーターの活用を希望する学校

がなく，その点に関する研究を進めることができなかった。各校で自走に向けた取組が進められて

いる面もあるが，入院生徒に寄り添った学習支援を行うにあたって，そのノウハウが無い学校にと

っては依然として学習支援を行うことのハードルは高く，学習支援コーディネーターの役割につい

て引き続き研究を行う必要がある。また，長期入院生徒に対する学習支援制度についての認知度は

まだ高くなく，病院や中学校などに対する制度の周知なども課題としてあげられる。 

 

（２）目的 

  長野県立高等学校に在籍する生徒のうち，長期入院しているものの、修学の意思を強く持ち，復

帰に向けて学習意欲がある生徒に対して，特別支援学校等を介することなく，在籍校の授業と級友

とのつながりを作ることによって，「生徒の思い」を大切にした学習支援を実施する。 

  学習支援の主な目的は，以下のとおりである。 

   ① 学習機会の保障と退学や原級留置の防止。 

   ② 在籍校への所属意識の維持。 

   ③ 心理的不安の軽減。 

  併せて，研究内容をまとめ各校に周知することで，将来的に本県で行っている事業を活用しなく

ても，学校が独自に学習支援を実施できる環境や体制がつくられることを目的とする。 

 

２ 事業内容 

（１）事業の実施体制 



 

  ① 長野県教育委員会事務局・学びの改革支援課 

    ・支援事業の対象は，すべての県立高等学校（指定校は置かない） 

    ・年度当初に「学習支援コーディネーター」（会計年度任用職員）を雇用 

    ・学習支援コーディネーター及び各機関との連絡，調整 

    ・学習支援実施に伴う各種手続の受理 

    ・第１回カンファレンスの開催（学習支援の実施に向けた情報共有と検討） 

    ・遠隔教育を実施する際の機器貸与 

    ・ICT 教育推進センターと連携した ICT を活用した学習方法の指導・助言 

    ・対面による学習支援を実施する際の学習支援員（非常勤講師・ボランティア等）の派遣 

    ・病弱教育の意義や重要性についての理解を深めるための研修会の開催 

    ・制度の内容について県民へ広く周知 

    ・事業の円滑な運用に向けた調整及び事後評価のまとめ 

    ・学習支援コーディネーター会議の開催（年３回） 

    ・入院生徒学習支援評価検討会の開催（年１回） 

    

  ② 学習支援コーディネーター 

    ・ワンストップ窓口として，学校，医療機関，本人・保護者等との調整，支援の実施体制の

構築や，支援に必要な ICT 機器の手配等 

     〔生 徒 へ〕ニーズに応じた効果的な学習支援方法を提案（人的派遣・遠隔授業等） 

     〔病院等へ〕治療の状況，病室環境，主治医の所見等を確認，打合せ 

     〔学 校 へ〕生徒のニーズにあった時間割や教育課程の編成・助言，ICT 機器活用の支援 

    ・関係各所と調整を図り，２回目以降の多職種カンファレンスの開催 

     〔構成員〕生徒・保護者，医療機関代表（主治医，治療責任者，看護師，医療ソーシャル

ワーカー等），学校代表（校長，教頭，担任等），学習支援コーディネーター 

     〔内 容〕病状，治療計画や支援方針の共有。学習支援内容の提案 

    ・学習支援方法，学習支援実施体制（学校・病院）構築のための支援 

    ・学習支援コーディネーター会議への参加 

    ・入院生徒学習支援評価検討会への参加 

 

  ③ 調査研究のための連携病院 

    〔連携先〕長野県立こども病院，信州大学医学部附属病院の他，該当生徒の入院先の医療機関 

    〔研究内容〕 

     ・心理的不安の軽減につながる学習支援のあり方や支援体制づくりの共同研究 

     ・院内における遠隔システムを用いた学習支援の実践研究（物的・人的環境整備および事

業の円滑な実施） 

     ・対面で学習指導を実施する際の非常勤講師・ボランティア等による学習指導の運用研究 

     ・当該生徒の入院期間及び退院後の学習支援コーディネーターを中心とする連携体制のあ

り方の研究 

    

  ④ 学習支援コーディネーター会議（年３回） 

    〔構成員〕学習支援コーディネーター（３名），長野県立こども病院 医師・SW（ソーシャ

ルワーカー），信州大学医学部 医師，長野県教育委員会事務局 担当者 

    〔内 容〕・各事例の学習支援実施状況の情報共有ならびに検証 



 

         ・学習支援実施体制，学習支援方法等の改善・充実に向けた研究 

         ・病弱教育，病気に係る正しい理解とその支援に向けた研修 

 

  ⑤ 入院生徒学習支援評価検討会（年１回） 

    〔構成員〕信州大学医学部 教官・医師，長野県立こども病院 病院長・医師，学習支援コ

ーディネーター（３名），長野県教育委員会事務局 担当者 

    〔内 容〕今年度の学習支援について総括 

         ・学習支援コーディネーターを中心とした支援・連携体制のあり方 

         ・学校や病院における支援体制 

         ・遠隔教育と対面授業を組合せた効果的な学習支援のあり方 

         ・本県の定める学習支援実施要綱の内容や事業の普及に向けた対応 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）取組内容 

   

 

    「長期入院生徒に関する実態調査」を年２回全県一斉に行うとともに，地区校長会等を通じ

て通年で，長期入院生徒の発生の把握に努める。また，可能な範囲で学習支援を受けた生徒に

対してアンケートを行い，結果を分析した上で今後の支援を行う上で参考とするとともに，実

施校にフィードバックする。 

 

   

 

    全県立高校の教頭を対象に入院生徒学習支援研修会を開催し，本事業の目的やこれまでの実

施状況についての説明や，病弱生徒に対する学習支援に見識の深い教育関係者を招いて講演会

を行う。研修の内容については動画視聴などにより各学校で共有し，より多くの教員が長期入

院生徒への学習支援の重要性について認識できるようにするとともに，各学校の特別支援コー

ディネーターの先生（分掌上の担当）などを中心に学習支援に向けた校内体制を構築する上で

の一助とする。 

 

   

 

 

 

    ICT 教育推進センターと連携して，同時双方向型授業への参加だけに留まらない効果的な学

習支援について研究し，全県に向けて普及していく。例えば，Google Classroom やロイロノー

トなどを使った課題の提出や，授業担当者同士による生徒の学習状況の情報の共有など，学校

の実状に応じた方法を検討する。ただし，遠隔教育を主としながらも，生徒の心理的不安の軽

減と学習に対するモチベーションの維持，学習状況の把握のために対面指導も組合せ，学習効

果を高める支援のあり方について，学習支援コーディネーターを中心に学校と連携しながら研

究・実践を行う。 

    また入院時であっても登校している生徒と同じように評価が行えるよう各教員の ICT スキル

向上を図るとともに，観点別評価にも対応した授業方法や学習活動の記録方法について調査・

研究を行う。学習支援実施後，該当する生徒や教員を対象にアンケートを行い，学習内容や評

価方法について調査を行い，今後の資料とする。 

    遠隔教育を実施するにあたり，必要に応じて教育委員会から学校や対象生徒に対して，Web カ

メラやモバイルルータ等の機材の貸出を行う。 

 

   

 

 

 

    広い長野県を網羅し，速やかな学習支援の実施につながるよう，３名の学習支援コーディネ

ーターを地区ごとに設置する。学習支援コーディネーターの役割について再度周知し，学校や

保護者等の負担を軽減しつつ，病院側と連携した学習支援が実施できるよう，認知をはかる。 

    またこれまで学習支援コーディネーターが行った支援内容をもとに，病院や学校に学習支援

① 長期入院生徒の実態に関する調査・研究を行う。 

② 病弱教育の意義や重要性についての認識を高めるための研修会を開催する。 

③ ICT を活用した遠隔教育（同時双方向型授業とオンデマンド型授業）と対面指導の効果的

な組合せによる丁寧な学習支援のあり方を研究する。入院時の学習内容の保障と評価を研究

する。 

④ 学習支援コーディネーターの活用促進について研究する。また学習支援コーディネータ

ーの業務内容を精査し、将来的に学校独自で生徒に寄り添った長期入院生徒に対する学習支

援が行なえるよう研究する。 



 

を行う上で必要となる内容について調査・研究を行う。それをもとに学習支援コーディネータ

ーが行う業務内容を精査し，チェックリスト化する。 

 

   

 

    「県立高校における長期入院生徒への学習支援事業」の概要についてまとめたチラシやリー

フレットを作成し，県民に広く周知する。県立高校，県内中学校，公的な総合病院等に配布し，

事業の内容を周知することで，長期入院生徒に対する学習支援の推進を図る。 

 

３ 事業により見込まれる成果及び普及の方法 

（１）見込まれる成果 

  ① 定期的に長期入院生徒の実態について教育委員会と学校が把握し共有することで，学習支援

に向けた準備を速やかに進めることができる。また，学習支援を学校任せにするのではなく，

教育委員会と協力することで，一人でも多くの生徒に対して学習支援を行うことができるよう

になる。 

    また生徒に対する調査を実施し，実際の支援のあり方に対して検証を行うことで，今後のよ

り効果的な学習支援につなげることができる。 

 

  ② 病弱生徒に対する学習支援に見識の深い教育関係者から講演を聴くことで，主な窓口となる

教頭先生が長期入院生徒に対する学習支援の必要性についての理解をさらに深め，実施にあた

っての具体的な対応策について確認することができる。また，その講演内容を活用した校内研

修を実施することで，長期入院生徒に対する学習支援の必要性について多くの教員が理解し，

これまであまり学習支援を行うことができなかった病気の生徒（心身の不調等による長期入院

生徒）に対しても学習支援を行うことにつながる。 

 

  ③ 多くの教員が ICT を効果的に活用できるスキルを身に付けることで，学校や授業担当による

格差が無くなり，教室で受ける授業に近い学習内容を入院生徒に対しても提供することができ

る。ICT を活用した指導に対面指導を組み合わせて行うことで，生徒の心理的不安が軽減する

とともに，課題の提出や回収などに伴う保護者の負担軽減を図ることができる。また病院内で

の環境によりグループワークなどの活動が難しい状況であっても，課題などのやり取りを頻繁

に行ったり，学習の記録をログに残したりすることで，観点別評価を行う際の資料とすること

ができる。 

 

  ④ 学習支援コーディネーターを設置し，学習支援を行う際に活用することで，授業配信のみに

留まらない，生徒に寄り添った支援を行いつつ，学校や保護者の負担を軽減することができる。

また学習支援コーディネーターが行う内容を精査しチェックリスト化することで，将来的に学

校が独自に学習支援に取り組む際に，生徒に寄り添った学習支援体制の構築につなげることが

できる。 

 

  ⑤ 高校だけでなく，病院や中学校に対しても「県立高校における長期入院生徒への学習支援事

業」について周知することで，支援の必要性についての理解が広がるとともに，制度について

知らなかったため学習支援を受けることができなかったという状況を無くすことができる。ま

た高校生が安心して治療を受けられたり，中学生が広く進路選択を考えることができるように

⑤ 「県立高校における長期入院生徒への学習支援事業」について県民に広く周知する。 



 

なったり，病院が柔軟に治療計画を立てられるようになる。その結果，多くの生徒に対して学

習支援を行うことにつながる。 

 

（２）普及の方法 

  ① 研究内容について評価検討会で検証し，報告書を作成して全県立高校などに報告する。 

  ② 入院生徒学習支援研修会を開催し，講演とともに学習支援の実績状況について周知する。 

  ③ ３年間の取組状況をまとめた報告書を作成し，報告会などで紹介するとともに，全国の都道

府県に送付する 

 

４ 事業実施計画 

時 期 内 容 備 考 

（令和３年度） 

 

 

４月 

 

 

 

 

６月 

 

 

５月～７月 

 

10 月 

 

 

 

２月 

 

 

 

 

３月 

 

 

（令和４年度） 

 

４月 

 

 

 

５月 

 

 

 

 

※長期入院生徒に対する学習支援やそれに伴う業務（カ

ンファレンスなど）は適宜実施 

 

第１回入院生徒等に関する実態調査 

 

 

 

 

長期入院生徒学習支援研修会 

 

 

ICT 機器活用指導力向上研修会 

 

第２回入院生徒等に関する実態調査 

 

 

 

入院生徒学習支援評価検討会 

 

 

ICT 教育パイロット校研究発表会 

 

学習支援コーディネーター会議 

 

 

 

 

第１回入院生徒等に関する実態調査 

前年度長期入院生徒状況調査 

 

 

「長期入院生徒に対する学習支援事業」周知のためのチ

ラシ・リーフレット作成，配布 

 

 

 

 

 

 

対象：全県立高校 

方法：電子媒体によ

る調査 

 

 

対象：全県立高校教

頭 

 

希望各校 

 

対象：全県立高校 

方法：電子媒体によ

る調査 

 

人数：８人 

目的地：オンライン 

 

指定校各校 

 

人数：４人 

目的地：オンライン 

 

 

 

対象：全県立高校 

方法：電子媒体によ

る調査 

 

各 10,000 部 

配布対象：県立高校，

公立中学校，小児科

設置総合病院 

 



 

６月 

 

 

10 月 

 

 

 

２月 

 

 

 

３月 

長期入院生徒学習支援研修会 

 

 

第２回入院生徒等に関する実態調査 

 

 

 

入院生徒学習支援評価検討会 

 

 

 

研究報告書作成 

対象：全県立高校教

頭 

 

対象：全県立高校 

方法：電子媒体によ

る調査 

 

人数：８人 

目的地：県立こども

病院（安曇野市）他 

 

 

 

５ 所要経費  

  共通様式１に記載。 

 

６ 連絡担当者 

  所属  長野県教育員会事務局 学びの改革支援課 

  役職  指導主事 

  住所（〒380-8570）長野市南長野字幅下 692-2      

  氏名  卯之原 智也 

  電話番号 026-235-7435 

  E-mail アドレス  kyogaku-koko@pref.nagano.lg.jp     



 

共通様式１ 

所要経費について 

 

組織名 

長野県教育委員会 

 

（単位：円） 

事業の経費項目 金        額 積 算 内 訳                 

人件費 1,895,708 円 

学習支援コーディネーター 

・学習支援コーディネーター会議 

３人×３回×２h×＠3,150 円＝56,700 円 

・入院生徒学習支援評価検討会 

３人×１回×２h×＠3,150 円＝18,900 円 

・コーディネーター業務（訪問６回，オンライン６回） 

12 人×12 回×２h×＠3,150 円＝907,200 円 

学習支援員（非常勤講師） 

12 人×12 回×２h×＠3,150 円＝907,200 円 

人件費付帯経費（学習支援コーディネーター・学習支援員） 

労災保険 1,890,000×3/1,000＝5,670 円 

一般拠出金 1,890,000×0.02/1,000＝38 円 

諸謝金 640,000 円 

学習支援コーディネーター会議 

病院内担当者・医学部教官等 出席謝金 

３人×３回×２h×＠6,400 円＝115,200 円 

入院生徒学習支援評価検討会 

 病院医院長・医学部教官 出席謝金 

４人×１回×２h×＠6,400 円＝51,200 円 

入院生徒学習支援研修会 

 教育関係者・大学教授等 講師謝金 

１人×１回×２h×＠6,400 円＝12,800 円 

学習支援員（ボランティア）謝金 

   12 人×12 回×２h×＠1,600 円＝460,800 円 

旅  費 541,200 円 

入院生徒学習支援評価検討会 

病院関係者出席旅費 ２人×１回×＠1,900 円＝3,800 円 

学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ非常勤講師出席旅費 

３人×１回×＠2,960 円＝8,880 円 

入院生徒学習支援研修会 

教育関係者等出席旅費  

１人×２回（往復）×＠12,560 円＝25,120 円 

学習支援コーディネーター業務 

学習支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ非常勤講師旅費 

12 人×６回×＠2,960 円＝213,120 円 

学習支援 

学習支援員（非常勤講師）旅費 

12 人×12 回×＠1,500 円＝216,000 円 

学習支援員（その他）旅費  

12 人×12 回×＠400 円＝57,600 円 

連絡協議会（文科省）旅費 



 

１人×１回×＠16,680円＝16,680円 

借損料 351,280 円 

WiFi ルーターレンタル代 

 ４カ月×12 台×＠6,450/月（税込）＝309,600 円 

安心保障サービス ４カ月×12 台×＠550（税込）＝26,400 円 

往復送料 12 回×＠1,100（税込）＝13,200 円 

会場借料（評価検討会） 

１回×２時間×＠1,040円/時間（税込）＝2,080円 

印刷製本費 290,070 円 
チラシ 10,000部×＠6.717（税込）＝67,170円 

リーフレット 10,000部×＠22.29（税込）＝222,900円 

消耗品費 42,900 円 

OBSBOT TinyWEBカメラ １個×＠27,500（税込）＝27,500円 

ファミリー三脚GX6400 １個×＠5,800×1.1＝6,380円 

5m延長USB3.1ｱｸﾃｨﾌﾞﾘﾋﾟｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ  

１個×＠8,200×1.1＝9,020円 

図書購入費   

会議費   

通信運搬費   

雑役務費   

再委託費   

計 3,761,158 円  

    １  積算にあたっては，事業の内容との関係を十分に考慮すること。 

    ２  「積算内訳」については積算根拠を明確に記載すること。    

  



 

 

令和３年度 教育委員会関係会計年度任用職員設置要綱 

                         

 

長野県教育事務局及び学校以外の教育機関の組織に関する規則（昭和53年教育委員会規則第４

号）、長野県立高等学校管理規則（昭和31年長野県教育委員会規則第３号）、長野県立中学校管理

規則（平成23年長野県教育委員会規則第10号）及び特別支援学校管理規則（昭和39年長野県教育

委員会規則第７号）の規定に基づき、教育委員会事務局及び教育機関（別表において所属という。）

に置く会計年度任用の職は別表のとおりである。 

 

 附則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 



所属 職 職務
フルタイム又
はパートタイム
の職の別

特定の資格、知
識・経験等が必
要な場合は当
該資格等

給料（報酬）
水準区分又
は給料（報
酬）額

事務局課室
現地機関
学校以外の教育機関

行政事務員 教育事務業務等
フルタイム
パートタイム

区分5

南信教育事務所
飯田事務所

行政事務員 教育事務業務等 パートタイム 区分6

事務局課室
現地機関
学校以外の教育機関

行政事務補助員 教育事務業務補助等
フルタイム
パートタイム

区分1

高校教育課 高校改革推進役
県立高校の再編整備を含めた学びの改革
業務等

パートタイム 別途規定

学びの改革支援課
幼児教育コー
ディネーター

幼児教育支援センター業務 パートタイム

保育士免許を
有し保育士等に
対する指導業
務の経験、若し
くは教員免許を
有し幼児教育
の専門知識

区分5

心の支援課 心理専門相談員 学校生活相談センター相談業務等 パートタイム
公認心理師又
は臨床心理士

別途規定

心の支援課 生徒指導補助員 生徒指導事務業務補助等 パートタイム 区分5

教育事務所
いじめ・不登校相
談員

学校におけるいじめ問題や不登校児童生
徒に対する支援業務等

パートタイム 別途規定

東信教育事務所
総合教育センター

庁舎管理業務員 庁舎管理業務等
パートタイム
フルタイム

区分5

総合教育センター
生涯学習推進セン
ター

教育指導専門員
教員研修の企画運営、研究調査、教育情
報収集及び教育相談業務等

パートタイム 教員免許 区分５

生涯学習推進セン
ター

公民館支援専門
員

生涯学習に係る講座の企画運営補助業
務等

パートタイム 区分５

生涯学習推進セン
ター

生涯学習推進員 庶務、広報、予算事務補助業務等 パートタイム 区分５

県立長野図書館 司書業務専門員
館運営の企画・調整、業務進捗管理、職
員の指導・シフト配置

フルタイム 司書 別途規定

県立長野図書館 司書業務推進員
館運営の所掌業務の管理、図書の登録・
貸出、調査・相談

フルタイム 司書 区分５

県立長野図書館 司書業務員
図書の登録・貸出・整理、その他図書館司
書業務全般

パートタイム 司書 区分5

県立歴史館 特別館長
史資料の収集、調査研究、企画展の企
画、情報発信等

フルタイム

県の歴史全般
に関する専門
知識・調査研究
実績

別途規定

県立歴史館 学芸事務員
展示・閲覧・教育普及、資料の収集・保
存・整理等の事務

パートタイム 区分5



所属 職 職務
フルタイム又
はパートタイム
の職の別

特定の資格、知
識・経験等が必
要な場合は当
該資格等

給料（報酬）
水準区分又
は給料（報
酬）額

県立歴史館 学芸事務補助員
展示・閲覧・教育普及、資料の収集・保
存・整理等の事務の補助

パートタイム 区分1

教育事務所
特別支援教育推
進員

市町村における障がいのある子の就学相
談、就学判断等に対する指導支援業務

パートタイム 教員免許 区分6

学びの改革支援課
学習支援コー
ディネーター

長期入院生徒への学習支援業務等 パートタイム
県内高校での
管理職経験

別途規定

高等学校
特別支援学校

行政事務補助員 学校の庶務に関する補助業務等
フルタイム
パートタイム

区分1

高等学校
カリキュラム等開
発専門家

地域との協働事業業務の事務補助 パートタイム 別途規定

高等学校 行政事務員 学校の庶務に関する業務等 パートタイム 区分5

高等学校 司書業務員 学校司書の業務等 フルタイム 司書資格 別途規定

高等学校
特別支援学校

校用業務員
校舎管理、電気・水道等施設管理の業務
等

フルタイム
パートタイム

普通自動車免
許、危険物取
扱者、建築物
等の小破修繕

区分5

高等学校 農林業務員 農場管理、農業施設管理業務等 フルタイム

大型自動車免
許、大型特殊
自動車免許、
農業経験又は
農業に関する
専門知識

区分5

高校教育課
高等学校

就学支援金事務
補助員

就学支援金、奨学給付金のための修学支
援業務等

パートタイム 区分1

高等学校 校用業務補助員
定時制高等学校の校舎管理、電気・水道
等施設管理の補助業務等

パートタイム 区分4

高等学校 農林業務補助員 農場管理、農業施設管理補助業務等 パートタイム 区分4

事務局課室
現地機関
教育機関

チャレンジ雇用
職員

電話・来客応対、パソコン入力、清掃、環
境整備、農業実習補助等

パートタイム 区分1

特別支援学校 介助業務員
児童・生徒の介助、スクールバス添乗業務
等

フルタイム 区分5

教育事務所
特別支援学校

非常勤講師 授業等 パートタイム 教員免許 別途規定

教育事務所 非常勤講師 授業等（学習習慣形成支援業務） パートタイム 教員免許 別途規定

教育事務所
特別支援学校

スクール・サポー
ト・スタッフ

学校の諸業務等 パートタイム 区分1



所属 職 職務
フルタイム又
はパートタイム
の職の別

特定の資格、知
識・経験等が必
要な場合は当
該資格等

給料（報酬）
水準区分又
は給料（報
酬）額

高等学校 非常勤講師 授業等 パートタイム 教員免許 別途規定

高等学校 生活支援相談員
外国籍生徒や帰国子女に対する授業及び
日常生活への相談業務等

パートタイム 別途規定

盲・ろう学校 早期支援指導員
幼児への訓練指導及び保護者に対する相
談、助言、親同士の交流の場づくり業務等

パートタイム

視覚・聴覚障害
児の教育又は
養育に必要な
知識及び経験

別途規定

盲・ろう学校 早期教育相談員
未就学児への専門的教育の実施、地元幼
稚園等の幼稚園教諭・保育士等への助言
業務等

パートタイム 教員免許 別途規定

特別支援学校
就労コーディ
ネーター

企業と生徒のマッチング、実習先の新規開
拓、企業への啓発活動、卒業生の職場定
着支援業務等

パートタイム 区分5

特別支援学校
自立活動介護支
援員

教員の専門性向上のための介護に関する
助言・手技の演示及び児童・生徒の介護
業務等

パートタイム 介護福祉士 区分5

盲学校 非常勤講師 医学分野の教科の講義 パートタイム 医師 別途規定

特別支援学校 妊娠教員補助員 妊娠した教職員の補助業務等 パートタイム 区分4

特別支援学校
寄宿舎宿直業務
員

妊娠した寄宿舎指導員の宿直代替業務等 パートタイム 別途規定

特別支援学校
医療的ケア看護
師

痰の吸引等の医療的ケア業務等 パートタイム
看護師・准看護
師

別途規定

特別支援学校
副学籍コーディ
ネーター

居住地校、副学籍校との交流計画作成や
交流準備、連絡調整、児童生徒引率

パートタイム 教員免許 別途規定

高等学校 学習支援員 進路相談業務等 パートタイム 別途規定

学びの改革支援課
高等学校

ＡＬＴ 英語授業の補助等 パートタイム 別途規定

学びの改革支援課 研修指導員 新卒の幼稚園教諭の研修 パートタイム 教員免許 別途規定

教育事務所
スクールカウンセ
ラー

児童生徒及び保護者を対象とした相談・支
援業務等

パートタイム

公認心理師、
臨床心理士、
精神科医の資
格又は児童生
徒の心理に関
する知識及び
経験

別途規定

教育事務所
スクールカウンセ
ラー

児童生徒及び保護者を対象とした相談・支
援業務等

パートタイム 別途規定

教育事務所
スクールソーシャ
ルワーカー

課題を抱える児童生徒が置かれている環
境を改善するための支援業務等

パートタイム
社会福祉士又
は精神保健福
祉士

別途規定



所属 職 職務
フルタイム又
はパートタイム
の職の別

特定の資格、知
識・経験等が必
要な場合は当
該資格等

給料（報酬）
水準区分又
は給料（報
酬）額

教育事務所
子どもと親の相
談員

不登校などの未然防止や早期対応、児童
虐待への対応業務等

パートタイム 別途規定

高等学校 部活動指導員
部活動の技術指導や大会への引率業務
等

パートタイム 別途規定

教育事務所
高等学校
特別支援学校

新規養護教諭指
導員

新規採用養護教諭の指導及び研修時の
代替業務

パートタイム
教員免許及び
県内学校での
教諭経験

別途規定

特別支援学校
新規管理栄養士
指導員

新規採用管理栄養士の指導業務 パートタイム
県内学校での
管理栄養士経
験

別途規定

教育事務所
特別支援学校

新規栄養教諭指
導員

新規採用栄養教諭の指導業務 パートタイム
県内学校での
教諭経験

別途規定

高等学校 教員業務支援員 学校事務業務補助等 パートタイム 区分1



（別途規定）

所属 職 職務
フルタイム又
はパートタイム
の職の別

特定の資格、知
識・経験等が必
要な場合は当
該資格等

給料（報酬）
水準区分又
は給料（報
酬）額

高校教育課 高校改革推進役
県立高校の再編整備を含めた学びの改革
業務等

パートタイム
日額
27,946円

心の支援課 心理専門相談員 学校生活相談センター相談業務等 パートタイム
公認心理師又
は臨床心理士

日額
18,550円

教育事務所
いじめ・不登校相
談員

学校におけるいじめ問題や不登校児童生
徒に対する支援業務等

パートタイム
日額
10,465円

県立長野図書館 司書業務専門員
館運営の企画・調整、業務進捗管理、職
員の指導・シフト配置

フルタイム 司書
月額
211,434円

県立歴史館 特別館長
史資料の収集、調査研究、企画展の企
画、情報発信等

フルタイム

県の歴史全般
に関する専門
知識・調査研究
実績

月額
805,900円

学びの改革支援課
学習支援コー
ディネーター

長期入院生徒への学習支援業務等 パートタイム
県内高校での
管理職経験

時給
3,150円

高等学校
カリキュラム等開
発専門家

地域との協働事業業務の事務補助 パートタイム
時給
3,550円

高等学校 司書業務員 学校司書の業務等 フルタイム 司書資格
月額
211,434円

教育事務所
特別支援学校

非常勤講師 授業等 パートタイム 教員免許
時給
2,820円

教育事務所 非常勤講師 授業等（学習習慣形成支援業務） パートタイム 教員免許
時給
1,980円

高等学校 非常勤講師 授業等 パートタイム 教員免許
1回
3,150円

高等学校 生活支援相談員
外国籍生徒や帰国子女に対する授業及び
日常生活への相談業務等

パートタイム
時給
2,820円

盲・ろう学校 早期支援指導員
幼児への訓練指導及び保護者に対する相
談、助言、親同士の交流の場づくり業務等

パートタイム

視覚・聴覚障害
児の教育又は
養育に必要な
知識及び経験

日額
11,138円

盲・ろう学校 早期教育相談員
未就学児への専門的教育の実施、地元幼
稚園等の幼稚園教諭・保育士等への助言
業務等

パートタイム 教員免許
時給
2,820円

盲学校 非常勤講師 医学分野の教科の講義 パートタイム 医師
時給
6,400円

特別支援学校
寄宿舎宿直業務
員

妊娠した寄宿舎指導員の宿直代替業務等 パートタイム
日額
9,320円

特別支援学校
医療的ケア看護
師

痰の吸引等の医療的ケア業務等 パートタイム
看護師・准看護
師

時給
1,500円



（別途規定）

所属 職 職務
フルタイム又
はパートタイム
の職の別

特定の資格、知
識・経験等が必
要な場合は当
該資格等

給料（報酬）
水準区分又
は給料（報
酬）額

特別支援学校
副学籍コーディ
ネーター

居住地校、副学籍校との交流計画作成や
交流準備、連絡調整、児童生徒引率

パートタイム 教員免許
時給
2,820円

高等学校 学習支援員 進路相談業務等 パートタイム
時給
1,600円

学びの改革支援課
高等学校

ＡＬＴ 英語授業の補助等 パートタイム
月額
280,000～
332,000円

学びの改革支援課 研修指導員 新卒の幼稚園教諭の研修 パートタイム 教員免許
時給
2,820円

教育事務所
スクールカウンセ
ラー

児童生徒及び保護者を対象とした相談・支
援業務等

パートタイム

公認心理師、
臨床心理士、
精神科医の資
格又は児童生
徒の心理に関
する知識及び
経験

時給
4,810円

教育事務所
スクールカウンセ
ラー

児童生徒及び保護者を対象とした相談・支
援業務等

パートタイム
時給
3,070円

教育事務所
スクールソーシャ
ルワーカー

課題を抱える児童生徒が置かれている環
境を改善するための支援業務等

パートタイム
社会福祉士又
は精神保健福
祉士

時給
4,330円

教育事務所
子どもと親の相
談員

不登校などの未然防止や早期対応、児童
虐待への対応業務等

パートタイム
時給
1,250円

高等学校 部活動指導員
部活動の技術指導や大会への引率業務
等

パートタイム
時給
1,600円

教育事務所
高等学校
特別支援学校

新規養護教諭指
導員

新規採用養護教諭の指導及び研修時の
代替業務

パートタイム
教員免許及び
県内学校での
教諭経験

時給
2,820円

特別支援学校
新規管理栄養士
指導員

新規採用管理栄養士の指導業務 パートタイム
県内学校での
管理栄養士経
験

時給
2,820円

教育事務所
特別支援学校

新規栄養教諭指
導員

新規採用栄養教諭の指導業務 パートタイム
県内学校での
教諭経験

時給
2,820円



 

令和４年度 統一単価表 

※地公労交渉結果により変更の可能性あり。 

１ 講師手当等          

項    目 区    分 単    価 

講 師 手 当 

臨 時    

   大 学 教 授 級          １時間 6,400 円   

   〃 准 教 授 級  5,300 円  

   高校以下の教員級           3,100 円  

永 続    

   大 学 教 授 級           4,200 円  

   〃 准 教 授 級  3,550 円  

   高校以下の教員級           2,600 円  

 

※会計年度任用職員に係る通勤費用相当額 

令和４年度に任用する者の

通勤費が見込める場合 

「会計年度任用職員の任用等に関する取扱要領」に基づき所要額を計

上 

令和４年度に任用する者の

通勤費が見込めない場合 
日額 410 円 

 

２ 暖房用燃料（消費税込） 

区 分 

建物 

の 

種類 

 

単 価 

 

級         地 

備 考 

Ａ Ｂ Ｃ 

１ ㎡ 

当 た り 

消 費 量 

金 額 

１ ㎡ 

当 た り 

消 費 量 

金 額 

１ ㎡ 

当 た り 

消 費 量 

金 額 

ス

ト

ー

ブ 

灯

油 

 円 ㍑ 円 ㍑ 円 ㍑ 円  

木 造 

69 

 
30 

 

2,070 
 

26 
 

1,794 
 

22 
 

1,518  

鉄 筋 20 1,380 17 1,173 14 966  

ボ
イ
ラ
ー 

重

油

Ａ 

鉄 筋 71 11 781 10 710 7 497 

総 面 積
8,000 ㎡
以上の場
合は、0.9
を乗じる
こと。 

  （注）１㎡当たり消費量は、暖房面積に乗じることとする。 

 

 

 



 

級   地   区   分 

級地区分 地            域   （市町村名は R3 現在） 

Ａ 級 地  長野市（旧戸隠村、旧鬼無里村、旧大岡村、旧中条村）、 

松本市（旧奈川村、旧安曇村）、中野市、大町市、飯山市 

 南佐久郡  川上村、南牧村、南相木村、北相木村 

 北佐久郡  軽井沢町 

 木 曽 郡      木曽町（旧開田村、旧三岳村）、王滝村 

 北安曇郡  白馬村、小谷村 

 下高井郡  全 域 

 上水内郡  信濃町、飯綱町、小川村 

 下水内郡  全 域 

Ｂ 級 地  Ａ級地又はＣ級地のいずれにも含まれない地域 

Ｃ 級 地  飯田市（旧上郷町、旧南信濃村） 

 下伊那郡  高森町、阿南町、阿智村（旧阿智村）、根羽村、下條村、天龍村、 

       泰阜村、喬木村、豊丘村 

 木曽郡   南木曽町 

 

   

３ 自動車燃料（消費税込） 

   無鉛ガソリン   １ﾘｯﾄﾙ当たり   145 円 

   軽    油     〃      121 円 

 

４ 電算処理関係委託料  

   システム開発・運用管理 

     システムエンジニア  （消費税込）888 千円/人月   （税抜）807 千円/人月 

     プログラマー     （  〃  ）647 千円/人月   （ 〃 ）588 千円/人月 



　５　ＯＡ機器

（１）パソコン、レーザープリンターの統一単価は下記のとおりです。

（２）経費節減のためにも、現地機関分も含めて、デジタルインフラ整備室による一括契約利

　　用を徹底してください。

（単位：円、税込）

　

リース  リース料（月額・台） 2,569

 再リース料（月額・台）

購　入  購入額（１台） 131,000

プリンタ リース  リース料（月額・台） 710

（白黒） 購　入  購入額（１台） 36,000

※　一般的な文書作成、計算表作成、電子メールの送受信、ホームページの閲覧等を行うこと

　ができる。

（注意事項）

      １．パソコンのOSは、Windows10とします。

      ２．非モバイルパソコン（デスクトップパソコン含む）、研究用パソコン、

       ＦＡＸ付プリンター等の特殊な機種等は、個別に必要性を判断して対応してください。

      ３．R3年度以前導入分のリース料は、契約に基づく価格となります。

　６　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

 購入費：１台あたり79,200円（税込）

　※経費区分は、経常経費又は部局長裁量経費とします。

　７　基金運用利率

・預金金利  0.002%（大口定期６ヶ月）

 0.002%（大口定期１年）

　Ｒ ３ の 予 算 単 価

従来のリース料の 10％
パソコン　※
（モバイル）

種　　類



　８　公用車

１ 更新基準（R4）

(1) 経過年数・走行距離

　車　種 更新基準

普通車  1500ccｸﾗｽ以上 11年以上かつ 11万km以上

普通車  1500ccｸﾗｽ未満 10年以上かつ 10万km以上 　

　ただし、R4年度中まで車検のある車は、R3年度中は原則として更新できません。

　軽自動車の更新は、EVの販売状況（R4販売開始予定）を考慮し、R5以降に行います。

(2) 更新について

① 原則として、別紙１のR4対応方針により(1)の基準に該当する車の更新を行うものとします。
② 更新車の状態等について十分把握した上で更新を行ってください。
③ 更新基準に満たない車を更新する場合は財政課担当へ説明が必要です。

※

２ 車種選定方法等について

車種の選定に当たっては次の点に留意してください。

(1) 更新車について

①
②

(2) 環境性能について
①

②

ディーゼル車は「低燃費車」を、ガソリン車及びLPガス自動車は「低排出ガス車かつ低燃費車」を

満たす車種としてください。

　　　区分にない場合は、平成27年度燃費基準を達成している車。

(3) ４ＷＤの導入について

使用実態等を踏まえて、以下の基準により導入してください。

①

②

(4) リースの導入について

職員の業務負担軽減等の観点から、リースでの導入とします。

　　
(5) 予算編成の方法（車種､金額の選択）

①
②
③

黒塗車、バス及びトラック等の特殊車両については、別途個別に検討し、この通知を適用しま
せん。

原則として現有車と同等以下の車種へ更新してください。

原則として、EV、HV、PHV、FCVに更新してください。

利用用途などの理由で、その他の自動車を導入する場合は、「長野県グリーン購入方針」に従い、

　　低排出ガス車 ・・・平成17年基準排出ガス75％又は平成30年基準排出ガス50％低減レベル

更新車の規格等の選定にあたっては別紙１「車種選定早見表」を参考としてください。

所属ごと（地方事務所は所ごと）に次のとおり導入できるものとします。
北信地区・北安曇地区　現有台数の１／２まで
長野地区　　　　　　　現有台数の１／３まで
その他の地区　　　　　現有台数の１／４まで

①を超える台数については、個別の事情について説明をしてください。

                       以上に適合する車
　　低燃費車　　 ・・・令和２年度燃費基準を達成している車。ただし、基準を満たす車が

(1)～(4)により購入車種を決定してください。
別紙１の単価表により予算額を決定してください。
予算要求に係る経費区分は、公共事務費を除き部局長裁量経費とします。



３ 維持管理経費縮減について

　稼働率が著しく低い車については、廃車を検討してください。

４ 入札(契約)方法　（契約・検査課と調整中）

(1) 一括契約(契約・検査課対応)の活用と実施方法の検討

(2) 一括契約の実施方法（詳細は契約・検査課から別途通知）

実施時期 ４月上旬～２月末

仕様書 予算単価の仕様で統一

附属装備 … パワステ、エアコン、ＡＭラジオ、フロアマット

スタッドレスタイヤ（ホイール込）、ＥＴＣ車載器

（契約・検査課と発注前に調整が必要な場合）

・納車期限を、６月30日以前とする場合

・財政課が提示する統一単価にない車種、仕様等をリースする場合(特殊車両等)

(3) 新規購入車の納期について

・新車への切替は､車検日から見て適切な時期としてください。

５ その他

公用車の購入は､事務の軽減及び経費節減のため､原則として一括契約で行います。
なお､事務の軽減のため､契約時期を年数回とします。

　更新や継続使用に要する自動車リサイクル料金は別紙２を、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険
（自賠責保険）料については、Ｌサーバの資料を参照のうえ予算額を決定してください。
　資料保存先：Ｌサーバ\本庁\03_総務部\04財政課\財政様式\R4予算\統一単価資料（公用車関係）



公用車　統一単価表 別紙１
（単位：千円）

2WD -

4WD -

2WD プロボックスバン（HV) 22

4WD EV、HVなし -

2WD -

4WD -

2WD -

4WD -

2WD リーフ（EV） 34

4WD EVなし -

2WD ノア、セレナ、ステップワゴン（HV) 31

4WD EV、HVなし -

SUVタイプ 4WD エクストレイル、フォレスター（ＨＶ） 37 ・HVへの更新は一件査定

・原則、乗用車EVへ更新
・HVへの更新は一件査定

軽乗用タイプ ・R5以降、軽自動車EVへ更新

区　　分
駆動
方式

車種
リース月額
（統一単価）

EVなし

統一事項

・

・

R4対応方針

統一単価掲載車種以外への
更新は原則不可（やむを得な
い場合は必要性を含め一件
査定）
ex. 4WD商用車（ガソリン車）

リース期間は７年間
（多人数タイプは５年間）

普　通
乗用タイプ１
（旧1,000cc）

EV、HVなし
・乗用車EVへ更新
・クラスダウンが可能な場合は、
R5以降、軽自動車EVへ更新

普　通
乗用タイプ２
（旧1,500ｃｃ）

・乗用車EVへ更新
・クラスダウンが可能な場合は、
R5以降、軽自動車EVへ更新

多人数
乗用タイプ

・HVへの更新は一件査定

軽商用タイプ EV、HVなし ・R5以降、軽自動車EVへ更新

商用タイプ

◎車種選定早見表

軽商用タイプ 商用タイプ 軽自動タイプ 普通乗用タイプ１ 普通乗用タイプ２ 多人数乗用タイプ ＳＵＶタイプ

軽商用タイプ － × × － × × ×

商用タイプ － ○ × － ○ × ×

軽自動タイプ － × × － × × ×

普通乗用タイプ１ － × × － ○ × ×

普通乗用タイプ２ － × × － ○ × ×

多人数乗用タイプ － × × － ○ ○ ×

ＳＵＶタイプ － × × － ○ × ○

【凡例】○：更新可能　×：更新不可　－：対象車両なし ※4WDについては、用途を考慮した上で、2WDへの変更を検討

更新後

更新前



（別紙２）          

自動車リサイクル料金について 

 

１ 制度の概要 

(１) 経緯 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号）の施行に伴い、平成

17年 1月 1日から、自動車所有者は、新車登録時（制度開始時点の既販車については廃車

時）にリサイクル料金を負担することになりました。 

(２) 内容 

リサイクル料金は、「シュレッダーダスト」、「エアバッグ類」及び「フロン類」の３

品目の処理に必要な費用であり、その他に情報管理料金及び資金管理料金の負担が必要で

す。予算要求に当たっては、これら全ての予算の節は「負担金（18節）」とし、経費区分

は「準義務費」としてください。 

 

２ 予算単価 

(１) リサイクル料金（自動車メーカー各社で設定） 

ア 新車リース時に負担する場合 

統一単価（リース月額）に含まれているため、計上不要 

イ 廃車時に負担する場合（新車リースに伴う更新車両の廃車も含む） 

当該車両に必要な実額をメーカー等に確認の上、予算要求してください。 

 

(２) 情報管理料金及び資金管理料金（(公財)自動車リサイクル促進センターが設定） 

ア 新車リース時に負担する場合 

       統一単価（リース月額）に含まれているため、計上不要 

イ 廃車時に負担する場合 

１台当たり540円（経済産業大臣及び環境大臣による認可済の額） 

 

３ 参考 

公益財団法人 自動車リサイクル促進センター（http://www.jarc.or.jp） 

一般社団法人 自動車再資源化協力機構（http://www.jarp.org） 



（その1）

バス料金 鉄道運賃 特急料金 計
（往復） （往復） （往復）

（南佐久） 佐久市臼田 （陸1.7） 70.4 400 2,980 3,380

（北佐久） 佐久市岩村田 60.7 2,620 2,620

佐　久 佐久市野沢 （陸1.8） 65.8 400 2,800 3,200

上　田 上田市上田 34.4 1,560 1,560

諏　訪 諏訪市 96.2 3,380 3,380

上伊那 伊那市 111.9 3,960 3,960

南信州 飯田市 160.6 6,500 6,500

木　曽 木曽町福島 117.7 3,960 8,740

松　本 松本市島立 65.3 3,200 3,200
400 2,340 2,740

（南安曇） 安曇野市豊科 74.1 2,680 2,680

北ｱﾙﾌﾟｽ 大町市 97.8 3,960 3,960

（千　曲） 千曲市 14.5 700 700

（上高井） 須坂市 12.5 1,100 1,100

長　野 長野市 0 0

北　信 中野市長丘 （陸5.0） 25.4 420 920 1,340

（下水内） 飯山市 30.0 1,100 1,100
0 0 0

10,920 31,720 0 47,420

35,840

2,964 ≒ 2,960

3,584 ≒ 3,580

本庁と現地機関所在地間の普通旅費額

区　　　　分 キ　ロ　程 備　　　考

鉄道利用の場合

（片道）　　km

計

平均

10地局

全県

10地局



（その２）

都　市　名 経由 交通手段 営業キロ 換算キロ 運　賃 特急料金 運賃合計

（着駅） （片道） （片道） （往復） （往復）

4,500

80,200 1泊当たり上限額

　宿泊料 10,900

46.6 2,300 87,000 　食卓料 2,200

　　計 13,100

27,520

1,325.1 28,900 3,160 59,580

513.6 16,720 16,000 32,720

222.4 8,140 8,540 16,680

250.8 9,020 5,900 14,920

6,120

441.2 14,960 2,940 24,020

11,820

779.0 19,800 2,940 34,560

4,500

78,200

3.3 520 83,220

15,120

1,059.7 1,064.1 23,760 2,940 41,820

全国主要都市までの旅費額算出表

運　　　　　　　　　　　　賃

宿泊料等

大宮

空路

東京都
（東京）

鉄道

新幹線

原則支給しない

仙台市
（仙台）

鉄道

新幹線

鉄道

大宮

札幌市
（札幌）

バス

大阪市
（大阪）

名古屋

名古屋市
（名古屋）

松本

バス

新幹線

鉄道

鉄道

空路

新幹線

名古屋

鉄道

新幹線

福岡市
（博多）

松本

新幹線

鉄道

広島市
（広島）

名古屋



（その３）     講師等の費用弁償算出基準 

（「国家公務員等の旅費に関する法律」を準用） 

 

１．日  当 

（1）通  常      全日当 1,700 円 

 

（2）在勤地内（半径８km 以内）の場合  1/3 日当  566 円 

 なお、鉄道・車賃の実費額が 566 円の 1/2（283 円）を超える場合は、

実費額から 283 円を差し引いた鉄道・車賃を加算する。 

 

（3）在勤地以外の場合 

  ①往復 100km 未満（鉄路換算）   半日当  850 円 

  ②往復 100km 以上（鉄路換算）   全日当 1,700 円 

（換算距離：鉄路＝陸路×４ とする） 

③宿泊を要する場合 

  全日当（1,700 円）＋ 1,700 円 × 宿泊数 

 

２．宿 泊 料 

 宿泊する場合につける。 

通  常   乙 地 7,800 円 

    甲 地 8,700 円 

 

３．交 通 費 

  鉄 路  実 費(最も経済的な通常の経路及び方法により計算) 

  陸 路  37 円 × 総距離（1km 未満切捨） 

     （旧県内旅費規程等における陸路距離） 

 

４．特急料金（ＪＲの場合） 

特急料金は通常期の料金を基準とする 

（1）急行料金 

・1列車 50km 以上利用の場合つける 

・座席指定料金は、1列車 100km 以上利用の場合 530 円を加算する 

 

 

（2）特急料金 

・1列車原則 100km 以上利用の場合つける 

・座席指定料金とする 

 

（3）グリーン料金 

原則支給しない 
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